
 

 

 

 

 

 

 

「地方の創生・活性化に関連する事業」 
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山村振興交付金（新規） 

○ 山村には、特色ある農林産物や景観、伝統文化といった地域資源が多く存在。近年、都市住民
を中心に、ゆとり・やすらぎの場としても評価が高まっている。 山村の振興には、こうした地域の潜
在力を引き出すことが重要。 

○ このため、地域資源を再評価し、山村の特色ある豊かな資源を活用した雇用・所得の創出と魅
力ある地域づくりを総合的に支援。 

○ 本年度末に議員立法により延長される予定の山村振興法に即した山村の活性化を支援する施
策として要求中。 

山村の自立的な振興 

対策のポイント 

対策の内容 

 

○個性を活かした山村らしく魅力ある地域づ
くりの推進 

・地域固有の魅力や価値の「見える化・パッ
ケージ化」による地域ブランド力の向上 

・準市民・サポーター制の導入やNPOとの連携
等の促進 

・農林業の生産活動を基礎とする山村地域に
おける協働・共助の促進 

 

○未利用資源等の発掘・活用による地域経
済の活性化 

・地域資源の賦存状況・利用形態等の調査 

・未利用資源等を地域ぐるみで利活用するた
めの組織づくり・人材育成 

・特色ある地域資源の域内消費の拡大や域外
への販売促進等を図る取組の試行実践 

【ねらい】 地元の雇用や所得の創出と魅力ある地域づくりの推進 

【対策①】 地域経済活性化推進対策 【対策②】 魅力ある地域づくり推進対策 

○ 山村振興法に基づき指定された振興山村は、全国の林野面積の６割、農地面積の２割を占め、
国土の保全、水源のかん養など、森林及び農業の有する多面的機能の発揮について大きな役割
を担う重要な地域。 

○ このような多面的機能の発揮を図るためには、農林業の生産活動を通じて森林及び農地が適
切に保全・管理されることが必要。 

○ 山村に対して、これまで社会基盤や生活基盤の整備といったハード整備を中心に対策を実施し
きており、一定の成果が得られているが依然格差も存在。また、人口減少や高齢化が著しく、地
域社会の活力低下等により、山村地域が有する多面的機能の発揮に支障が生じるおそれ。 

山村の役割と現状 




